
福祉のまちづくり条例の改正案（骨子）

定義、責務等･･･対象者の追加（ユニバーサル社会づくりの視点の明確化）

福祉のまちづくり基本方針等･･･現行条例から変更なし

義務規定
指導･勧告･公表

＜対象施設＞
・ 駅舎
・ 地下街等

＜手続き＞
○条例に基づく届出・検査

＜整備基準＞
○妊婦、乳幼児連れの人、外国人など幅広

い者を対象とした基準
○経路に加えて室を対象とした整備基準

・・・劇場観覧席の基準など

努力規定
指導

努力規定
指導

努力規定
指導

第４章 特別特定建築物

第３章第１節

特定施設

第３章第１節の
小規模購買施設

第３章第２節
公共車両

第３章第３節
住宅

第５章

県民の参画と
協働による
福祉のまちづ
くり

バ
リ
ア

資料３

づけを明確化するもの

第１章
総則

第２章
基本方針等
特定施設で、今回義務
・ 社会福祉
・ 医療施設
・ 教育文化施設
・ 官公庁
・ 100 ㎡以上の店舗等
・ 21 戸以上の共同住宅
・ 3000 ㎡以上の事務所等

・ 道路
・ 公園等

＜手続き＞
○建築確認制度との連動

（バリアフリー法の委任規定）
・建築確認として審査・検査
・所管行政庁の指導・勧告･命令・罰則

＜整備基準＞
○高齢者、障害者を対象
○経路の円滑化に注目した基準

＜手続き＞
○手続きなし（整備基準のみ）

＜対象施設＞

・ 100 ㎡未満の店舗等

＜手続き＞

○条例に基づく届出（検査なし）

・・・・現行条例から変更なし

＜対象施設＞

・ 公共車両

＜手続き＞

○手続きなし（整備基準のみ）

・・・・現行条例から変更なし

＜対象施設＞

・ 住宅（専有部分）

＜手続き＞

○手続きなし（整備基準のみ）

・・・・現行条例から変更なし

＜障害者等の参画と協働によるバリアフリー整備＞・・・・努力規定
○新築・既存施設のチェック＆アドバイス制度の創設
○建設後、一定期間管理運営された施設を対象に障害者等が利用しやすい施

設として整備を行ったことに対し認定書を交付

＜施設のバリアフリー情報公開の推進＞・・・・義務規定・指導
○特定用途かつ一定規模以上の施設の管理者に、当該施設のバリアフリー情

報のＨＰ等での公開を義務付け

２
等

フ
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ー
法
に
よ
る
裏
打
ち


